
医療法人社団一様会 佐用共立病院 （介護予防）訪問リハビリテーション運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人社団一様会佐用共立病院（以下、「事業所」という。）が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問

リハビリテーションの事業（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、

事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「従業者」という。）が、要介護状態又は要支援状態に

ある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 病気やけが等により家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態、若しくはかかりつけの医師が訪問リハビリテーショ

ンの必要を認めた者に対し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問して訪問リハビリテーションサービスを提供します。

２ 訪問リハビリテーションは、健康保険法及び介護保健法の理念に基づき、心身の特性を踏まえて訪問リハビリテーション利

用者の生活の質の確保を重視し、健康管理や日常生活動作の維持、回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続

できるように利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うことを目的とする。 

３ 事業所では、利用者の有する能力に応じ訪問リハビリテーション計画または介護予防訪問リハビリテーション計画（以下、

「訪問リハビリテーション計画」という。）に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、介護その他日常的に必要とされる

医療を提供し在宅における日常生活の回復を目指す。  

４ 事業所は、訪問リハビリテーションの実施にあたって地域の保健・医療・福祉サービスを提供する関連機関、指定介護予防

事業者等との密接な連携に勤め、その協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称    医療法人社団一様会 佐用共立病院 

（２）所在地   兵庫県佐用郡佐用町佐用１１１１番地 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者     １名（常勤） 

管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

（２）従業者 

従業者は次の通りとし、サービスの提供に当たる。 

ア 医師     １名以上 

  医師は、医学的観点から計画の作成に必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・

家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １名以上 

  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画に基づき居宅を

訪問し、利用者に対し必要なリハビリテーションの提供を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日  月曜日から土曜日までとする。 

ただし、国民の祝日、１２月３０日から１月３日、８月１４・１５日を除く。 

（２）営業時間  月～金曜日  ８時３０分～１７時１５分  

土曜日        ８時３０分～１２時３０分 

 

（利用料等） 

第６条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービス

が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けます。 

２ 前各項の費用の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対して利用料とその他の利用料（個別の費用ご

とに区分）について記載した領収書を交付します。 

３ サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事



前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印をいただきます。 

４ 費用を変更する場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同

意する旨の文書に署名（記名押印）をいただきます。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第７条 通常の事業の実施地域は、佐用町とする。ただし、必要があると判断される場合は、この限りではない。 

 

（事業の内容） 
第８条 事業の内容は、次のとおりとする。 
  （１）サービス計画の作成 

（２）健康管理 
（３）機能回復訓練 
（４）日常生活動作の訓練及び支援 
（５）認知・精神機能や高次脳機能に対する訓練 
（６）言語訓練 
（７）摂食・嚥下機能訓練 
（８）介護相談（家族支援、福祉用具の導入、住宅改修アドバイスなどを含む） 
（９）その他医師の指示によるリハビリテーション 
 

（訪問リハビリテーション計画等の作成） 
第９条 従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した訪問リハビリテーション計画等を作成します。 
２ 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下

「居宅サービス計画等」という。）が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成します。 
３ 事業者は、訪問リハビリテーション計画等を作成した際には、利用者又はその家族に対しその内容等について

説明し、同意を得て交付します。 
４ 従業者は、それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画等に従ったサービスを提供するととも

に、継続的なサービスの管理評価を行います。 
５ 居宅サービス計画等を作成している居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者（以下「居宅介護支援事業者

等」という。）から訪問リハビリテーション計画等の提供の求めがあった際には、当該計画を提出することに協

力するように努めます。 
 
（事業の手順） 
第１０条 事業の手順は、次のとおりとする。 

（１）利用の申し込み 
（２）医師からの指示 
（３）利用者の心身の状況等の把握（医療機関のリハビリテーション計画書の受け取り含む） 
（４）リハビリテーションカンファレンスの実施 
（５）訪問リハビリテーション計画の作成 
（６）利用者又はその家族への説明と同意 
（７）訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの実施 
（８）関係機関への情報提供 
 

（設備及び備品等） 
第１１条 事業所は、病院において、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定

（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えることとする。 
 
（運営規程） 
第１２条 事業者は、各事業所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めることと

する。 
（１）事業の目的及び運営の方針 



（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 営業日及び営業時間 
   （３）指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用料その他の費用の額 
   （４）通常の事業の実施地域 

（当該事業所が通常時に指定訪問リハビリテーションを提供する地域をいう。） 
   （５）その他運営に関する重要事項 
 
（勤務体制の確保等） 
第１３条 事業者は、利用者に対し、適切な指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供することができるよ

う各事業所において、理学療法士等の勤務体制を定めることとする。 
２ 事業者は、各事業所において、当該事業所の理学療法士等によって指定（介護予防）訪問リハビリテーション

を提供することとする。 
３ 事業者は、理学療法士等の資質向上のための研修の機会を確保することとする。 
 
（内容及び手続の説明及び同意） 
第１４条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、運営規程の概要、理学療法士等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を記した文章を交付して説明を行い、当該指定 （介護予防）訪問リハビリテーションの提

供の開始について当該利用申込者の同意を得ることとする。 
２ 事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合は、前項の規定による文章の交付に代えて、当該利

用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織（指定（介護予防）訪問リハビリテー

ション事業者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む）と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって規則で定めるもの（以下「電磁的方法」という。）により提供することができることとする。こ

の場合において、当該事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得ることとする。 
３ 電磁的方法は、利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならないこととする。 
４ 第二項後段の同意を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第一項の重要

事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、

電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第二項後段の同意をした

場合は、この限りではない。 
５ 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーシ

ョ ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者

に係る リハビリテーションの情報を把握しなければならない。 
 
（提供拒否の禁止） 
第１５条 事業者は、正当な理由なく、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供を拒まないこととする。

ただし、通常の事業の実施地域などを勘案し、利用申込者に対して適切な指定（介護予防）訪問リハビリテーシ

ョンの提供が困難と認められた場合は、この限りではない。 
 
（サービス提供困難時の対応） 
第１６条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定（介護予

防）訪問リハビリテーションを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援

事業者への連絡、他の事業者等の紹介その他必要な措置を速やかに講じることとする。 
 
（受給資格等の確認） 
第１７条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認することとする。 
２ 事業者は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指

定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供するよう努めることとする。 
 
（要介護認定の申請に係る援助） 



第１８条 事業者は、要介護認定の申請をしていないことにより要介護認定を受けていない利用申込者に対して

は、当該利用申込者の意見を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこととする。 
２ 事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合に必

要と認めるときは、当該利用者の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要介護認定の有効期間の

満了日の３０日前までに行われるよう必要な援助を行うこととする。 
 
（心身の状況、病歴等の把握） 
第１９条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者に係るサービス担当 

者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、病歴、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況の把握に努めることとする。また、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者

に係る訪問リハビリテーショ ン計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計

画書等により、当該利用者に係る リハビリテーションの情報を把握しなければならない。 
 
（居宅介護支援事業者等との連携） 
第２０条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めることとする。 
２ 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、主治の医師及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めることとする。 
 
（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 
第２１条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に際しては、利用申込者が介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第６４条各号のいずれにも該当しないとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨の区市町

村への届出等により、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供を法定代理受領サービス提供として受け

ることが可能となる旨の説明、居宅介護支援事業者に関する情報の提供その他法定代理受領サービスの提供のた

めに必要な援助を行うこととする。 
 
（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 
第２２条 事業者は、居宅サービス計画（施行規則第６４条第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）

が作成されている場合は、当該計画に沿った指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供することとする。 
 
（居宅サービス計画等の変更の援助） 
第２３条 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者

への連絡その他の必要な援助を行うこととする。 
 
（身分を証する書類の携行） 
第２４条 事業者は、理学療法士等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求め

られたときは、これを掲示すべき旨を指導することとする。 
 
（サービスの提供の記録） 
第２５条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供した際には、当該指定（介護予防）訪問リ

ハビリテーションの提供日及び内容、当該指定（介護予防）訪問リハビリテーションについて法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る居

宅介護サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載することとする。 
２ 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等

を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る

情報を当該利用者に提供することとする。 
 
（利用料等の受領について） 
第２６条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供した際に

は、利用者から利用料の一部として、当該指定（介護予防）訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費



用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た支払を受けることとする。 
２ 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供した際に利用

者から支払を受ける利用料の額及び指定（介護予防）訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準

額と、健康保険法第６３条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規定する療養の給付の

うち指定（介護予防）訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにすることとする。 
３ 事業者は、前２項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか利用者の選定により通常の事業の実

施地域以外の地域の居宅において指定（介護予防）訪問リハビリテーションを行った場合は、それに要した交通

費の額の支払を当該利用者から受けることができることとする。 
４ 事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとする。 
 
（領収証について） 
第２７条 事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用のうち、その支払受ける際、当該支

払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省で定めるところにより、領収証を交付することとする。 
 
（保険給付の申請に必要となる証明書の交付） 
第２８条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定（介護予防）訪問リハビリテーションに係る利用料

の支払を受けた場合は、当該指定（介護予防）訪問リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付することとする。 
 
（指定（介護予防）訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 
第２９条 指定（介護予防）訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、医師の診療に基づき、利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーション

の実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載したリハビリテーション計画を作成し、計画

的に行わなければならない。 
２ 事業者は、提供する指定（介護予防）訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図ることとす

る。 
 
（指定（介護予防）訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 
第３０条 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの具体的な取扱いは、第７９条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによることとする。 
（１）医師の指示及び次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維 

持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うとともに、利用者又はその家族に対し、リハ

ビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、指導又は説明を行うこと。 
（２）常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適 

切な指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提供すること。 
（３）利用者について、次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に従った指定 （介護予防）訪問

リハビリテーションの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に

報告すること 
（４）事業者は、リハビリテーション会議（次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第３０ 

条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本 

しつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に置

付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その

他の関係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。以下同じ。また、この会議は

テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならな

い。 ）の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を

構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。 
 
（指定（介護予防）訪問リハビリテーション利用契約の終了） 
第３１条 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用契約が、利用者又はその家族の都合で終了となる場



合、利用者又はその家族に対し、事業所への事前の申し出を求めることとする。 
２ 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用契約が、事業所の都合で終了となる場合、利用者又はその家

族に対し、事前に文書で通知することとする。 
３ 次の事由に該当した場合は、双方の通知がなくとも、自動的に指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利

用契約を終了することとする。 
（１）利用者が介護保険施設に入所した場合 
（２）利用者の要支援・要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 
（３）利用者が亡くなった場合 

４ 次の事由に該当した場合は、利用者は文章で通知する事により、直ちに指定（介護予防）訪問リハビリテーシ

ョンの利用契約を終了することができることとする。 
（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 
（２）事業者が守秘義務に反した場合 
（３）事業者が利用者又はその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 
（４）事業者が破産した場合 

５ 次の事由に該当した場合は、事業者は文章で通知する事により、直ちに指定（介護予防）訪問リハビリテーシ

ョンの利用契約を終了することができることとする。 
（１）利用者のサービス利用料金の支払いが遅延し、利用料金の支払いを催告したにもかかわらず、支払われ

なかった場合 
（２）利用者が正当な理由なく指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用中止をしばしば繰り返した場

合 
（３）利用者の入院若しくは病気等により長期にわたって指定（介護予防）訪問リハビリテーションが利用で

きない状態にあることが明らかになった場合 
（４）利用者又はその家族等が、事業者、事業所の従業者、又は他の利用者に対して、契約を継続し難いほど

の背信行為を行った場合 
 
（利用者に関する区市町村への通知） 
第３２条 事業者は、利用者が正当な理由なく、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用に関する指示に

従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正な行為によって保険

給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知することとす

る。 
 
（衛生管理等） 
第３３条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこととする。 
２ 事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。 
３ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものと

する。 
（１）事業所において感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が開催されているため、

その結果について委員会出席者より情報を受け、従業者に周知徹底を図る。 
（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 
（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

する。 
 
（掲示） 
第３４条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療法士等の勤務体制その他利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示することとする。 
２ 事業所は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者が閲覧でき

るようにすることで、掲示に代えることができるものとする。 
３ 事業所は、事業所の運営規程の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、インターネット上で 情報

の閲覧が完結するよう、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表するものとする。 
 
（個人情報保護、秘密保持等） 
第３５条 利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」」及び厚生労働省が策定した「医



療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるも

のとする。また事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

いこととする。 
２ 事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう、必要な措置を講じることとする。 
３ 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、

利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。 
４ 事業者は、利用者又はその家族から介護サービス提供状況の記録の閲覧や謄写の希望があった場合、記録の開

示・謄写を行うこととする。また、この開示・謄写の際には必要な経費の実費を徴収することとする。 
 
（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 
第３６条 事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用さ

せることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないこととする。 
 
（苦情処理） 
第３７条 事業者は、利用者及びその家族からの指定（介護予防）訪問リハビリテーションに関する苦情に迅速か

つ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じることとする。 
２ 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録することとする。 
３ 事業者は、提供した指定（介護予防）訪問リハビリテーションに関し、介護保険法第２３条の規定による区市

町村が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力し、当該

区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。この場合

において、当該区市町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告することとする。 
４ 事業者は、提供した指定（介護予防）訪問リハビリテーションに関する利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会が行う介護保険法第１７６条第１項第３号の規程に関する調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこ

ととする。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告

することとする。 
 
（地域との連携） 
第３８条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの事業の運営に当たっては、区市町村が実施する

社会福祉に関する事業に協力するよう努めることとする。 
 
（緊急時の対応） 
第３９条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供中に、利用者の病状の急変その他の緊急事

態が発生場合は、必要に応じて臨時の応急手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこ

ととする。 
２ 事業者は、前項の処置を行った場合は、速やかに管理者及び医師に報告することとする。 
３ 事業所は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する

市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとす

る。 
４ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。 
 
（事故発生時の対応） 
第４０条 事業者は、利用者に対する指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合

は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、当

該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じることとする。 
２ 事業者は、利用者に対する指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、速やかに損害賠償を行うこととする。但し、事業者の責めに帰さない事由による場合は、この限りでは

ない。 
 
（非常災害対策） 
第４１条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者



を定めます。 
２ 定期的に、避難、救出その他必要な訓練を行います。 
３ 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 
 
（賠償責任） 
第４２条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事

由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲において利用者に対してその損害

を賠償することとする。 
 
（合意裁判管轄について） 
第４３条 指定（介護予防）訪問リハビリテーションの利用契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、事業所

の所在地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることとする。 
 
（会計の区分） 
第４４条 事業者は、指定（介護予防）訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の会計を区分するこ

ととする。 
 
（記録の整備） 
第４５条 事業者は、事業所の従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備することとする。 
２ 事業者は、利用者に対する指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、当該利用者の契約終了の日から５年間保存することとする。 
（１）訪問リハビリテーション計画 
（２）提供したサービスの具体的な内容等の記録 
（３）区市町村への通知に係る記録 
（４）苦情の内容等の記録 
（５）事故の状況及び処置についての記録 

 
（虐待防止に関する事項） 
第４６条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとす

る。 
（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 
（２）虐待防止のための指針の整備 
（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 
（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 
 
（身体拘束等適正化推進のための措置） 
第４７条 事業所は、（介護予防）訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の 

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

（身体拘束等）という。）を行わない。 
２ 前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録する。 
 
（ハラスメント防止のための措置） 
第４８条 事業所は、適切な指定（介護予防）訪問リハビリテーション〔指定介護予防訪問リハビリテーション〕

の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 
 
 



（業務継続計画の策定等） 
第４９条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 
２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する

ものとする。 
３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
 
（その他） 
第５０条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団一葉会と事業所の管理者との協議

に基づいて定めるものとする。 
 

附 則 

この規程は、平成１５年３月１日から施行する。 

 附 則 

この変更規程は、平成２１年４月１日から施行します。 

 附 則 

この変更規程は、令和２年７月１日から施行します。 

附 則 

この変更規程は、令和３年６月５日から施行します。 

附 則 

この変更規程は、令和４年４月１日から施行します。 

附 則 

この変更規程は、令和６年４月１日から施行します。 

 


